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第１章　芳賀町の概要

１　地　勢

（１）人口と世帯等

「住民基本台帳登録人口と毎月人口」より

（２）地目別面積

「固定資産税概要調書」より

ア　都市計画区域及び用途地域

「都市計画用途地域別面積：都市計画課」より

イ　農業振興地域 （令和３年１月１日現在）　

「農業振興地域面積：農政課」より
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9.2 395.3

6,441.7 3,721.5

総面積 農用地

4.8

 （令和３年４月１日現在）

（令和３年１月１日現在）　

（令和３年４月１日現在）　

その他 計

7,0161,053696

田

計

畑 宅地 山林 牧野

376

沼地

10 759

原野 雑種地

第１種
住居専用地域

第２種
住居専用地域

市街化
調整区域

世帯数

5,718　世帯

人口

7,713　人

女

7,864　人

男

15,577　人

総数

(単位：ｈａ)

185 29

　芳賀町は、栃木県の南東部に位置する、総面積７０．１
６ｋ㎡の町で、東は市貝町と西は宇都宮市、そして南は真
岡市、北は塩谷郡高根沢町に接しています。
　町のほぼ中央を五行川と野元川が流れ、豊かな大地を形
成しています。そのため、水田農業が盛んで県内でも有数
な米の産地となっています。また、水田農業のほかにも果
樹や野菜類も盛んで、特に梨は町を代表する特産品となっ
ています。
　町の西部の台地に大規模な工業団地があり、自動車会社
を中心とし、多くの優良企業が進出しています。環境行政
については、県内でも早くから循環型社会の構築に取り組
み、より一層の廃棄物の減量化・資源化を目指していま
す。

7,016.06,547.059.2

3,146 762

工業専用地域
第１種低層

住居専用地域



２　環境公害行政組織

（令和３年３月末現在）

　(１) 芳賀町環境審議会

　(２) 廃棄物監視員

　(３) 芳賀町環境美化指導員

　(４) 芳賀町環境美化推進員

　(５) 環の町芳賀総合推進員

　(６) 清らかな川を守る推進員

　(７) 五行川水質調査連絡協議会

　(８) 廃棄物立入調査併任職員

(１)　芳賀町環境審議会

(２)　廃棄物監視員

(３)　芳賀町環境美化指導員

(４)　芳賀町環境美化推進員

(５)　環の町芳賀総合推進員

(６)　清らかな川を守る推進員

(７)　五行川水質調査連絡協議会

(８)　廃棄物立入調査併任職員
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　町の環境美化の促進のため町長が委嘱する。推進員は、３名以内とする。

　町の河川の環境保全のため町長から委嘱する。推進員は、１０名以内とする。

　五行川が流れる３市２町で構成され、年に４回、源流のさくら市から未流の茨城県筑西
市までの水質調査を実施している。

　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく立入調査等の実施を行える職員。
　県知事が芳賀町環境対策課職員を委嘱する。

　町長の諮問に応じ、環境保全対策に関する基本的事項について審議する機関。
　審議会委員は、１０名以内とし、町長が委嘱又は任命する。

　廃棄物の不法投棄及び廃棄物処分場の監視、環境保全等のための組織。定数は、１２名
以内とする。

　ステーションの適正な使い方、ごみ分別の指導等のための組織。各行政区ごとに委嘱す
る。

　地域における環境美化の促進のための組織。自治会長が担当する。

町 長

副 町 長

環境対策課長

環境対策係



第２章　水質汚濁

１　公共用水域調査

（表１）生活環境の保全に関する環境基準（河川）

　(1) 河川水質調査
ア　調査する河川

　　

（表２）町調査水域

※小貝川の支流であるため同類型指定を当てはめる。

イ　調査項目の種類
① 生活環境項目

② 健康項目Ａ

③ 健康項目Ｂ

④ 健康項目Ｃ

⑤ 特殊項目

⑥ その他の項目
糞便性大腸菌

水系

小
貝
川

ｐＨ、ＢＯＤ、ＳＳ、ＤＯ、大腸菌群数、全窒素、全りん、全亜鉛、ノニフェノール

カドミウム、鉛、ひ素、アルキル水銀、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素

全シアン、六価クロム、総水銀、ＰＣＢ、ジクロロメタン、四塩化炭素、１･２ジクロ
ロエタン、１･１ジクロロエチレン、シス１･２ジクロロエチレン、１･１･１トリクロロ
エタン、１･１･２トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベ
ンゼン、セレン、１･４－ジオキサン

n－ヘキサン抽出物（油分）、フェノール類、銅、溶解性鉄、溶解性マンガン、クロム

大川 　　Ａ※ ２mg/L以下

１･３ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ

　栃木県における水質汚濁に係る環境基準の水域類型内の指定（表１）で、本町における公共用
水域の小貝川水系の河川、野元川はＡ類型に該当しています。
　令和元年度の水質調査の中で、健康項目（人の健康の保護に関する環境基準）である有害物質
の測定を３水域（五行川、野元川）で実施しました。
　町では、前述した県の検査とは別に河川、湖沼、農業用水を調査しています。

　県で実施する河川に加え、小貝川の支流である大川を含めた１河川２水域（表２）に環
境基準のＡ類型を基準値として水質検査を実施しています。

小貝川へ流入
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水域名 類型指定 環境基準(BOD) 備　考

小貝川へ流入
野元川

　　Ａ ２mg/L以下
五行川へ経て小貝川へ流入

五行川

25mg/l
以下

Ｂ

水道３級

6.5以上
8.5以下

3mg/l
以下

25mg/l
以下

利用目的の適用性
基準値

ｐＨ ＢＯＤ ＳＳ ＤＯ 大腸菌群数

7.5mg/l
以上

50
MPN/100
ml以下

自然環境保全及びＡ以下
の欄に掲げるもの

Ａ

水道２級

6.5以上
8.5以下

2mg/l
以下

25mg/l
以下

7.5mg/l
以上

1,000
MPN/100
ml以下

水産１級

水浴及びＢ以下の欄に掲
げるもの

ＡＡ

水道１級
6.5以上
8.5以下

1mg/l
以下

2mg/l
以上

－農業用水及びＥの欄に掲
げるもの

5,000
MPN/100
ml以下

水産２級

及びＣ以下の欄に掲げる
もの

5mg/l
以上

－

水産３級

6.5以上
8.5以下

5mg/l
以下

50mg/l
以下

工業用水１級

及びＤ以下の欄に掲げる
もの

2mg/l
以上

5mg/l
以上

Ｃ

－環境保全

Ｄ

工業用水２級
6.0以上
8.5以下

8mg/l
以下

Ｅ

工業用水３級
6.0以上
8.5以下

10mg/l
以下

ごみ等の浮遊
が認められな

いこと

100mg/l
以下

項
目類

型



（表３）ＢＯＤ達成率 （単位：％）

  ※達成率＝達成数／調査数×100

  ※国や県等が法令に基づき実施している達成率とは異なる。

（表４）大腸菌群数

　　～参考～

【町内公共用水(河川)検査地点図】

区分 番号

1 小貝橋

2 西原橋

3 一切行橋

4 五行橋

5 奈賀橋

6 五行橋(国道123号線沿)

7 若橋(※１)

8 風熊橋

9 宮田下橋

10 杭の内橋

11 監物橋
12 管理橋(※２)

湖沼 13 唐桶の溜

　※１　県の定める「公共用水域及び地下水の水質測定計画」の中で検査地点となっている。

　※２　県の定める生活環境項目及び水生生物保全項目の環境基準点となっている。

　河川の汚れ具合の変化を、有機汚濁の代表指数であるＢＯＤ値でみると、３水域とも環境基準
値２．０mg／㍑以内の数値に収まり、達成率（表３）は過去４年間とも９５％以上です。
　農業集落排水や合併浄化槽の普及により生活雑排水の流入が少なくなったことが要因と考えら
れます。ただし、大腸菌数については、基準値1,000MPN/100ml以下を超えています。
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（単位：MPN/100ml）

名称

大
川

五
行
川

野
元
川

0

50

100

150

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

五行川 野元川 大川

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

五行川 野元川 大川



・五行川

　

　　

　

　

　

　

ア　実施回数

･五行川水質調査連絡協議会調査：生活環境項目のみ年４回測定

･町独自調査：生活環境項目及び健康項目を年２回測定

イ　検査項目

①　生活環境項目：５月、７月、１１月、２月

②　健康項目Ａ　：７月、２月

③　健康項目Ｂ　：７月

④　健康項目Ｃ　：５月

⑤　特殊項目　　：７月、２月

⑥　その他の項目：５月、７月、１１月、２月

五行川のＢＯＤ年平均値 （単位：ｍｇ／ℓ）
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　源流のさくら市から末流の筑西市まで、五行川が流れる市町村が公害防止及び生活環境保

全のため協議会を組織しています。（総延長５２．４ｋｍ）

　水質検査については、協議会が生活環境項目を検査（芳賀町では、五行橋、国道１２３号

五行橋の２ヶ所）しました。また、町独自に一切行橋、若橋で生活環境項目を年４回、健康

項目を年２回検査しています。

　ＢＯＤの経年変化を見ると、平成２４年度の奈賀橋をのぞいて全調査地点で河川Ａ類型の

基準値２．０㎎/Lを安定して下回っています。

　奈賀橋での生活環境項目の調査は、年間２回だったため不安定な数値となっていたことか

ら、より正確な数値とするため、平成２７年度から検体数を増やし年４回実施しています。

　なお、若橋については、栃木県の定める水質測定計画の検査地点となっています。

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

一切行橋 五行橋 奈賀橋 国123五行 若 橋 基準値

※Ｒ３から奈賀橋の調査は中断しました。



・野元川

ア　実施日

町独自調査は年４回

イ　検査項目

①　生活環境項目：５月、７月、１１月、２月

②　健康項目Ａ　：７月、２月

③　健康項目Ｂ　：７月

④　健康項目Ｃ　：５月

⑤　特殊項目　　：７月、２月

⑥　その他の項目：５月、７月、１１月、２月

野元川のＢＯＤ年平均値 　（単位：ｍｇ／ℓ）
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　野元川の水質検査は、町が独自で上流風熊橋から末流管理橋まで５地点で年４回実施して

います。

　ＢＯＤの経年変化を見ると、平成２４年度に杭の内橋で基準値を超えましたが、健康項目

等他の項目で異常はありませんでした。

　平成２５年度以降は、基準値内に収まっていることから突発的な要因が考えられます。

　なお、末流管理橋は県の定める生活環境項目及び水生生物保全項目の環境基準点となって

います。

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

風熊橋 宮田下橋 杭の内橋 監物橋 管理橋 基準値



・大　川

　

　ア　実施回数及び検査項目

　　①　生活環境項目：５月、７月、１１月、２月

　　②　健康項目Ａ　：７月、２月

　　③　健康項目Ｂ　：７月

　　④　健康項目Ｃ　：５月

　　⑤　特殊項目　　：７月、２月

　　⑥　その他の項目：５月、７月、１１月、２月

大川採水地点のＢＯＤ年平均値 　　（単位：ｍｇ／ℓ ）
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　大川の水質調査は、本町の２カ所（小貝橋、西原橋）で年４回測定しています。

　ＢＯＤ平均値の経年変化をみると、５年以上安定した数値となっており、きれいな河川とい

えます。

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

小貝橋 西原橋 基準値

H30～R2まで小貝橋は中断しました。



２　生物化学的環境評価

《生物を用いた水質階級の判定》
ア 生物の存在そのものが環境の総合的な結果である。
イ その時点の生物の存在が過去の影響要素の変化を集積してきた結果である。

ア 調査方法
(ｱ) 理化学的水質検査

(ｲ) 生物学的水質判定　
Ａ　生物指数法(Beck-Tsuda法)
Ｂ　汚濁指数法(Pantle-Buck法)

(ｳ) 優占種法
　底生動物及び珪藻類について、種の出現頻度が最も高い種に基づき判定する。

(ｴ) 簡易調査法
　環境省による水生生物の簡易水質調査法。

イ 実施日 令和３年１１月１６日（火）

ウ 調査結果

※総合判定法　＝　各水質階級ごとの点数×ｆ：重み付け係数(ファクター)

※判定基準

※βｍ(β-mesosaprobic zone)とは

　水質は、水中の酸化過程が進行し、脂肪酸のアンモニア化合物が多い。ＢＯＤはかなり低
く硫化水素は無い。ＤＯは多い。生物相は、バクテリアは１０万／ｍｌ以下である、多種多
様の動物が生息しはじめる。特に昆虫の幼虫の種類が増える。全体として腐敗性汚濁に対し
て弱い生物種が増加する。

生物は、水質の影響を総合的に長時間受けているので、理化学的水質判定の持つ特性
（一過性）を補う性格を持ったものです。

　ｐＨ、ＢＯＤ、ＳＳ、ＤＯ、大腸菌群数、全窒素、全燐計７項目を検査し、ＢＯＤの
値から判定する。

判定

点数

西原橋杭の内橋

　生物はそれぞれに適した環境のなかで成育し、そこに成育する生物はその環境を反映している
といえます。

36.50-43.50

汚い水
αｍ

29.25-36.25

大変汚い水
ｐｓ

22.00-29.00点数

きれいな水
ｏｓ

43.75-50.00

os

(5.0)

os

(48.5)

階級

大川野元川

少し汚れた水
βｍｓ

(5.0)

os

(5.0)

os

(5.0)

os

(5.0)

βms

(4.0)

os

(47.5)

os～βms

(4.5)

os

(5.0)

os

(49.0)

(5.0)

os

(50.0)

os

os

(5.0)

os

(5.0)

os

(5.0)

os

(5.0)

os

(5.0)

(5.0)

βms

(4.0)

os

(5.0)

os

(5.0)

os～βms

(4.5)

風熊橋 管理橋

os

(5.0)

os

(5.0)

os

(46.5)

βms

(4.0)

os

(5.0)

βms

(5.0)

os

os

(5.0)

os

(5.0)

os

(5.0)

os

(5.0)

os

(5.0)

os

一切行橋 若橋

五行川

os

(5.0)

os

(5.0)

(4.0)

os
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ｆ=1.5

ｆ=2.0

ｆ=2.0

ｆ=1.5

総合

理化学的水質判定

底生動物生物指数

(点数)

(点数)

(点数)

(点数)

珪藻類汚濁指数法

優占種法底生生物

優占種法珪藻類

底生動物簡易調査法

ｆ=1.5

ｆ=1.5
os

(5.0)

os

(点数)

(点数)

(5.0)

os～βms

(4.5)

os

(5.0)

os

(49.0)

調査地点
判定方法



３　河川底質調査結果

ア 調査期日　　令和３年１１月１６日（火）

イ 暫定除去基準値

　　(ｱ) 水　銀　２５ｐｐｍ以上

　　(ｲ) ＰＣＢ　１０ｐｐｍ以上

　ウ 調査結果 （単位：㎎/㎏）

―参考―

○クラーク数

（単位：㎎/㎏）

ひ素

1.5～5

総クロム

200

総水銀

0.08～2.0

カドミウム

0.2～0.5

鉛

13～15

　公共水域の水質汚濁、魚介類汚染等の原因となる汚染底質の除去等の基準として、「底質の暫
定除去基準」が定められ、この基準に該当する底質は、浚渫、封じ込め等の対策を講じることに
なっています。
　調査地点は、大川の下流、五行川の上流・下流、野元川の上流・下流と芳賀工業団地排水処理
センター排水口の下流の６地点を調査しました。
　暫定除去基準値のある水銀、ＰＣＢの２物質は基準値以下でした。

　地球の表面からの深さ約１６ｋｍより上の岩石圏、水圏および気圏のすべてにある元素の量を
重量百分率(％)で示したもの。ただし、上記物質については、元素の存在量がごく少量のため、
単位は㎎/㎏(ppm)で表示。

大川野元川 五行川

<1

4.0

<1.0

7.6

<1

<0.01

6

<0.1

<1.0

6.3

<1

銅

100～550

亜鉛

<0.01

2.2

40～70

<0.01

37 2

<0.01

<0.01

3.5

<0.01

<0.01

3.2

<0.01

<0.01

<0.01

5

13.0

<1

4.4

<0.01

<0.01

<0.01

5

14.9

<1

4.5

<0.01

<0.01

一切行橋 若橋 西原橋

<0.1

<1.0

<0.1

<1.0

<0.1

<1.0

<0.1<0.1

<1.0
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六価クロム

シアン化合物

銅

カドミウム

鉛

ひ素

ＰＣＢ

アルキル水銀化合物

<0.01

6

5.2

<1

2.4

<0.01

<0.01

項目

総水銀

風熊橋 杭の内橋 管理橋



４　土壌玄米分析

(1) 土壌分析結果

ア　実施日 令和３年９月１０日（金）

イ　調査結果

(ｱ) 土壌（溶出液）

四塩化炭素
（≦0.002）
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀ

ﾝ

銅
（≦125）

総シアン

ひ素
（≦15）

カドミウム
（≦0.4）

項目
（基準値）

カドミウム
（≦0.01）
全シアン

（検出されないこと）

有機リン
（検出されないこと）

鉛
（≦0.01）

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
（≦0.03）
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
（≦0.01）

六価クロム
（≦0.05）

総水銀
（≦0.0005）
アルキル水銀
（検出されないこと）

ＰＣＢ
（検出されないこと）

ひ素
（≦0.01）

排水処理
センター
調 整 池 Ｄ地点 Ｅ地点

野元川 最終処分場周辺

Ａ地点 B地点 Ｃ地点
谷津川 唐桶用水

<0.0005

<1

<0.1

4

1.3

検査
方法

土壌
溶出
(mg/ℓ)

土壌
含有

(mg/kg)

玄米
含有

(mg/kg)

<0.0003

<0.1

<0.1

<0.005

<0.005

<0.0005

-

-

-

-

0.001

<0.0005

<1

<0.1

<1

<0.1

<1

<0.1

-

-

<1

<0.1

<1

<0.1

<1

<0.1

<1

0.8

1

0.5

3

1.3

1

0.6

2

0.5

5

0.3

1

0.9

0.0010.0010.001

--

--

--

--

--<0.0005--

--<0.001--

--<0.0005--

--<0.0002--

<0.0005<0.0005

<0.001<0.0010.001

<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005

0.001

<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005

<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005

<0.005<0.005

<0.005<0.005<0.005<0.005<0.005

<0.0003 <0.0003<0.0003<0.0003<0.0003<0.0003<0.0003

　土壌の汚染状態の有無を判断する基準及び汚染土壌に係わる改善対策を講ずる際の目標基準

として、「土壌の汚染に係る環境基準」が定められています。

 町では、工業団地の排水等の影響を調査するため、野元川排水口の上流と下流の水田の土

壌、玄米の分析を実施しています。また、自主調査として、谷津川、唐桶用水、五行川、工業

団地排水処理センター調整池の調査を実施しています。

　各調査地点ともすべて環境基準値以下でした。排水口上流のＡ地点と下流のＢ・
Ｃ地点との比較では、各物質とも差異はなく、同地点における前年度比較において
も大きな変化は見られませんでした。
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<0.1<0.1

<0.1<0.1<0.1<0.1<0.1<0.1<0.1

<0.1<0.1<0.1<0.1<0.1

<0.005<0.005

<0.005<0.005<0.005<0.005<0.005

  



(2) 土壌分析結果経年比較

　　

<0.005
<0.001

5
0.3

<0.005
<0.001

<1

2
0.5
2
<1

<0.005
<0.001

1
0.6
3

0.5
2
<1

<0.005
<0.001
<1
0.8
2
<1

<0.005
<0.001

3
1.3
2
<1

<0.005
<0.001

1

1.3
2
<1

<0.005
<0.001

1
0.9
1
<1
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E
地
点

玄米

土壌

含有

含有

溶出

排
水
処
理

セ
ン
タ
ー

調
整
池

D
地
点

玄米 含有

土壌
含有

溶出

土壌
含有

溶出

銅
ひ素
銅

銅
ひ素 <1 <1

玄米 含有

地点

A
地
点

B
地
点

C
地
点

谷
津
川

方法検体

唐
桶
用
水

土壌
溶出

含有

玄米 含有

含有
土壌

溶出

玄米 含有

含有

溶出
土壌

玄米 含有

銅

鉛
ひ素
銅

ひ素

ひ素

土壌
含有

溶出
鉛

ひ素
銅

ひ素

含有

溶出
土壌

玄米 含有

ひ素
銅

ひ素
鉛

銅
ひ素
鉛

ひ素
銅

鉛
ひ素
銅

ひ素
銅

ひ素
銅

ひ素
銅

ひ素

鉛
ひ素

ひ素
鉛

ひ素
銅

ひ素

ひ素
鉛

ひ素
銅

ひ素

<1 <1

0.7 0.4 0.5 0.5
2332

222<1

2<111
<0.001<0.001<0.001<0.001
<0.005<0.005<0.005<0.005

<1<1<1<1

0.001<0.001<0.0010.002
<0.005<0.005<0.005<0.005

0.80.2<0.10.9
<1<17<1

<0.001<0.001<0.001<0.001
<0.005<0.005<0.005<0.005

0.50.40.50.5
2<11<1

<0.005<0.005<0.005<0.005

0.80.70.60.9
<1<1<1<1

<1<1<1<1
1211

<0.001<0.001<0.001<0.001

<1<1<1<1
1323

<0.001<0.001<0.001<0.001

3212

<0.005<0.005<0.005<0.005

0.60.50.31.3
1<1<12

<1<1<1<1
2221

<1<1<1<1

<0.0010.001<0.001<0.001
<0.005<0.005<0.005<0.005

1.11.30.91.3

11<11

<0.001<0.001<0.001<0.001
<0.005<0.005<0.005<0.005

10.90.81.1
1<111

<1<1<1<1

1.41.21.3
2232

1.3

 経年比較項目については、これまでの調査において、ほぼすべての項目で検査下限値となっ
ているため検出される項目のみ記載。

3132
<0.0010.001<0.0010.001
<0.005<0.005<0.005<.005

年　　度
項目

H29 H30 R1 R2 R3
<0.005
<0.001

4

  



５　湖沼水質調査

(1) 唐桶溜調査

ア　実施日　４回／年 ５月２６日、７月１９日、１１月１６日、２月２２日

イ　検査項目

①　生活環境項目：５月、７月、１１月、２月

②　健康項目Ａ　：７月、２月

③　健康項目Ｂ　：７月、２月

④　健康項目Ｃ　：７月、２月

⑤　特殊項目　　：なし

⑥　その他の項目：７月、２月

唐桶溜ＣＯＤ変化 （単位：㎎/ℓ）

唐桶溜ＣＯＤ年平均値経年変化 　　（単位：㎎/ℓ）
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　唐桶溜、テクノポリスセンター地区調整池、稲毛田（神明溜）、上稲毛田（旧小学校前、農村
公園前）の計５カ所で水質調査を行っています。
 テクノポリスセンター地区調整池は宇都宮市にあり、住宅地「ゆいの杜」の雨水に対する調整
池です。排水先が唐桶溜となっているため年間４回測定しています。
 唐桶溜のＣＯＤ年間平均値の経年変化は、平成９年及び平成２４年度を除いては、すべて基準
値内となっています。

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

５月 ７月 １１月 ２月

0

1

2

3

4

5

6

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

基準値

基準値

  



６　農業用水水質調査　

(1) 唐桶用水ＣＯＤの年平均経年変化

農業用水基準である6㎎/ℓを下回っており不適合の発生はない。

(2) 唐桶用水全窒素の年平均経年変化

唐桶用水ＣＯＤと全窒素の年平均値 （単位：㎎/ℓ）
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　芳賀工業団地からの雨水の一部が流入する谷津川２カ所、唐桶溜を源とする唐桶用水１カ所、
市の堀用水３カ所の調査を野元川と唐桶溜の水質調査と同日に実施しています。
　平成２６年度までは、７月と２月の年２回、平成２７年度は５月、７月、１１月の年３回、平
成２８年度と平成２９年度は５月、７月、１１月、２月の年４回、平成３０年度以降は５月と７
月の年２回（５月、７月）、測定しています。

　農業用水基準である1㎎/ℓを全年度上回っており、窒素過多状態であり、富栄養化状態
となっている。

0

1

2

3

4

5

6

7

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

COD年平均 COD基準値 全窒素年平均 全窒素基準値

～参考～

ＣＯＤとは

科学的酸素要求量のことで有機物などによる汚れ度合いを示す指標であり、水中の有機性汚濁物質が

化学的に分解されるときに必要な酸素の量で、この数値が大きいほど水質汚濁が進んでいる。

全窒素とは

窒素化合物の総量（無機窒素と有機窒素の合計量）で生物体自身がアンモニアとして窒素を放出したり

生物の遺骸や排泄物の分解により無機化して水中に戻ったりする。

窒素は燐とともに水系を富栄養化させ赤潮の原因となる。水質汚濁の指標として環境基準及び排水基

準として定められている。

  



７　工場・事業場排水

(1) 工場・事業場の排水規制

　　

　　　

　　

　　

　　　

(2) 芳賀工業団地排水処理センター排水調査

　　

　　　

　　　

　　

［排水処理系及び調査体系］

　

［芳賀工業団排水基準例］

50ｍｇ／ｌ
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項　目

5ｍｇ／ｌ

20ｍｇ／ｌ

ＢＯＤ

ＳＳ

25ｍｇ／ｌ

　工業団地に立地する工場・事業場は、立地する際に町と公害防止協定を締結することを条
件としており、事業活動に伴う公害の防止に官・民力を合わせ努めています。
　協定では排水基準を設け、ＢＯＤ等については栃木県生活環境の保全等に関する条例の数
値を、カドミウム等２６項目は協定の中で基準値を別に定めて運用しています。また、毎月
提出される排水結果に基づき、各企業に対し立ち入り調査を実施しています。
　工場・事業場からの排水は、各企業敷地内の浄化槽で二次処理を行い、芳賀工業団地排水
処理センターで三次処理され、地元自治会と定めた排出基準で野元川に放流されます。

　芳賀工業団地排水処理センターは、平成元年に稼働しました。当センターは、水質汚濁防
止法に基づく特定施設に該当するため、法及び県条例に基づく排水規制を受けます。そのた
め、県工場・事業場排水等自主管理要領に基づき毎月排水測定を実施しています。
　処理水は、一度調整池に入り雨水と混じり野元川に排水されますが、処理水及び排水口の
すべての検査結果は協定値に適合していました。

《地元自治会との協定》

センター処理（３次処理）

6.5～8.5ｐＨ

《公害防止協定》

企業処理（２次処理）

5.8～8.6

事業所汚水排水

(２次処理)

雨水排水
(舗装面油水分

離)

排水処理センター

(３次処理)

Ａ調整池

Ｂ調整池

Ｃ調整池

野元川

谷津川

唐桶溜

農業用水質調査

野元川水質調査

排水口調査

処理水質調査

湖沼水質調査

  



８　地下水・井戸水調査

(1) 定期観測地点調査

　　

(2) 地下水汚染対策調査（追跡調査）

　　

　　

　　　

　　

　　　

　　

[テトラクロロエチレン経年変化] （単位：ｍｇ／ℓ）

　芳賀町では、工業団地が分譲を開始された昭和６２年度から地下水・井戸水調査を実施してい
ます。

　昭和６２年度から工業団地周辺の一般住宅の井戸９ヶ所（※平成２３年度から８ヶ所）と
事業所の井戸１カ所で地下水の測定をしています。

　平成２年２月の(1)の調査で、観測井戸がテトラクロロエチレンに汚染されていることが判
明しました。原因の特定のため追加調査を実施したところ梨木と杭の内台の約350ｍの間に位
置する井戸の一部も汚染されていました。そのため、判明後に栃木県地下水汚染対策要領に
基づき(1)の調査とは別に９地点を選別し、追跡調査を実施しています。
　現在は８カ所を継続し調査しています。テトラクロロエチレンは自然環境化で浄化される
ことが難しいため、汚染された地点では発生から２０年以上経過した現在も基準値（0.01ｍ
ｇ／ℓ）を超えています。

梨木Ｂ

梨木Ｄ

茂栄坂

地
下
水
汚
染
対
策
調
査

定
期
観
測
地
調
査

下原Ａ

下原Ｂ

下原Ｃ

杭の内

梨木Ａ

調査

大塚

場所

谷津

西山根

<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005

<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005
<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005
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<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005

<0.0005<0.0005<0.00050.0007
<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005
<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005
<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005

0.02340.01820.0308<0.0005
0.00090.01300.02810.0132

0.01580.02250.02420.0304
0.02290.03220.03390.0397

<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005
<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005

<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005
<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005

<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005

<0.00050.03830.03710.0449
0.03980.03320.04310.0476
<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005
<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005

<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005

<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005
<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005
<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005
<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005

<0.0005<0.0005

<0.0005<0.0005<0.0005

<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005
<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005

<0.0005
<0.0005
<0.0005

<0.0005
<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005
<0.0005<0.0005<0.0005

<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005
<0.0005

<0.0005
<0.0005
<0.0005
<0.0005
<0.0005

<0.0005
<0.0005
0.0131

<0.0005

<0.0005
<0.0005
<0.0005
<0.0005
<0.0005

0.0195
0.0134

0.0233
0.0234
<0.0005
<0.0005
<0.0005

<0.0005
<0.0005
<0.0005
<0.0005
<0.0005

<0.0005

２月

２月
８月
２月

２月
８月

８月
２月

２月
８月

８月
２月
８月

８月
２月
８月

８月
２月
８月
２月

<0.0005
<0.0005
<0.0005

８月

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３検査月
８月
２月
８月

<0.0005
<0.0005<0.0005<0.0005<0.0005
<0.0005<0.0005

２月
８月
２月

２月

唐桶

梨木

唐桶

ＪＦＥ

下原

三日市
２月

８月
２月

８月
２月
８月

  



第３章　大気汚染

１　光化学オキシダント及び光化学スモッグ

（1） 発令の基準

下記のいずれかに掲げる状態が発生すると予想される時

（2） 光化学スモッグ発生状況（注意報）

ア　県内発令日数

イ　発令回数（注意報）

5414 8 167516 1
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県中央部

県南東部

　　　　　　　　　　年度
　測定局

R3

0

1

63254211 4

　大気汚染の原因となる物質は、工場、事業場等の発生源から排出されるばい煙（硫黄酸
化物、ばいじん、窒素酸化物）、粉じん及び移動発生源である自動車等から排出される窒
素酸化物、一酸化炭素、炭化水素並びにこれらの複合汚染である光化学オキシダント等で
す。
　大気汚染を防止するには、工場・事業場、自動車等の発生源から大気中に排出されるこ
れら汚染物質の量を減らすことが必要です。このため工場・事業場等に対しては、大気汚
染防止法及び県条例により排出基準を定め規制を行っています。

ア　緊急時予報・・・・

 イ　注意報・・・・・・

 ウ　警報・・・・・・・

エ　重大時緊急報・・・

25242322

　オキシダントとは、自動車の排出ガスや工場のばい煙に含まれる窒素酸化物、炭化水素
及び空気中の酸素に紫外線が作用して、光化学反応を起こし、それによって生成されるオ
ゾン等の過酸化物の総称です。
　本県における光化学スモッグの発生は、工場、事業場や自動車から排出された汚染物質
（一次汚染物質）が気温や日射の影響を受けながら光化学反応により光化学オキシダント
（二次汚染物質）となり、関東南部（京浜・京葉工業地帯）から拡散されないまま南風に
よって運ばれ、昼頃から夕方にかけて本県上空に到達する場合です。

オキシダント濃度が０．１２ｐｐｍ以上となり、その状態
が継続すると予想される時

オキシダント濃度が０．２４ｐｐｍ以上となり、その状態
が継続すると認められる時

オキシダント濃度が０．４ｐｐｍ以上となり、その状態

R3R221201918 2717

5

00110

宇都宮市

真岡市

0

1

28272625

5

24

20100 3

0

1

2

2

2

年度

日数

R2R13029242322

R130292826



(3) 光化学スモッグ緊急時における連絡系統(平日)

連絡

健康被害報告

公立 公立 民営

(4) 光化学スモッグ注意報が発令されたら

学校、幼稚園、保育所等では、屋外での運動を中止すること

一般にあってもなるべく屋外に出ないようにすること。

ぜんそく、呼吸器疾患等の持病を有する方は、外出しないようにすること。

住 民

FAX:678-1114

みずはし保育園

のぶ幼稚園

TEL:678-0835

FAX:678-0389

第３ミドリ保育園

TEL:678-1114

FAX:677-3123FAX:677-2716

祖母井保育園

TEL:677-2665

FAX:677-2835

南高根沢
ひばり保育園
TEL:677-1407
FAX:677-2412

FAX:677-3905

芳賀北小学校

芳賀中学校

TEL:677-0392

FAX:677-3905

芳賀東小学校

TEL:677-0025

学校教育課

TEL:677-6098

FAX:677-3123

TEL:677-6041

子育て支援課 企画課

TEL:677-6024 TEL:677-6032

光化学スモッグ情報

TEL:673-9180

栃木県環境保全課

TEL:623-3191

環境対策課

目、のど等に刺激を感じた場合、ただちに洗顔、うがい等を行うとともに、環境対策
課に連絡すること。また、目、のど等の痛みが強い場合は専門医（眼科、耳鼻科）に
診てもらうこと。
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ア

イ

ウ

エ

TEL:678-0511

FAX:678-0562

TEL:678-7373

FAX:678-1234

TEL:677-0272

FAX:677-0755

芳賀南小学校



第４章　　騒音・振動

１　騒音の指定地域と用途地域との相互関係

　栃木県では、県内の１１町において、騒音規制法第３条及び振動規制法第３条の規定に基づ
き、特定工場等において発生する騒音及び振動並びに特定建設作業に伴って発生する騒音及び振
動について規制する地域（以下「規制地域」という。）を指定しています。
　規制地域は、都市計画法第８条第１項第１号に基づく用途地域が指定された地域（工業専用地
域を除く。以下「用途地域」という。）を指定しています。
　栃木県では、工業専用地域など法の規制対象外の県内全域を栃木県環境の保全に関する条例で
規制しています。
　町では、県の条例に加え工業専用地域に立地する企業に対し、公害防止協定を町と締結するこ
とにより騒音・振動対策をしています。
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環境基準の類型をあてはめ

る地域

(平成10年9月30日環境庁告

示第64号)(平成19年3月30

類型Ａ

第１種低層住居専用地域

第２種低層住居専用地域

第１種中高層住居専用地域

第２種中高層住居専用地域

第１種区域

第１種住居地域

第２種住居地域

準住居地域

第２種区域

類型Ｂ

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

第３種区域

工業地域 第４種区域

類型Ｃ
条例規制地域(栃木県生活環境の保全に関する条例)

工業専用地域 工業専用地域

その他の地域 その他の地域

用途地域

(都市計画法大8条)

指定区域

(騒音規制法第3条)



２　騒音規制基準　<芳賀町内>

朝

夕

騒音の大きさの例

３　建設作業の騒音・振動

[特定建設作業届出件数]

55dB以下(55)
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70 　騒々しい事務所・デパートの中

30 　郊外の深夜・ささやき声

20 　木の葉のふれ合う音・置時計の秒針の音

60 　普通の会話

50 　静かな事務所

40 　静かな公園・図書館

100 　電車が通る時のガード下

90 　大声による独唱・騒々しい工場の中

80 　地下鉄の車内

75dB以下

公害防止協定

120 　飛行機のエンジンの近く

110 　自動車の警笛（前方２ｍ）・リベット打ち

騒音レベル(dB) 騒　　音　　の　　例

工業専用地域 60dB以下 50dB以下65dB以下

第１種区域 50dB以下(45) 45dB以下(45) 騒音規制法55dB以下(55)

(注）（）内は、環境基準値

指定地域 備　考
8:00～18:00

 6:00～ 8:00
夜 22:00～6:00

18:00～22:00

　建設作業に伴って発生する騒音・振動については、住宅の密集度合、地盤との関係、機械等に
よって周辺住民に与える影響が違ってくるので、機械や工法の改善、付近住民への説明等の企業
努力がなされています。また未然防止対策として、特定建設作業届出時の審査、規制に関する指
導及び付近住民に対して十分理解が得られたうえで作業するよう指導を行っています。

第２種区域 50dB以下(45) 45dB以下(45) 騒音規制法

その他の地域 60dB以下 50dB以下 県条例65dB以下

工業専用地域 70dB以下 60dB以下 県条例

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2 R3



第５章　公害

１　公害とは

２　公害苦情件数の推移

　芳賀町での公害苦情は次のとおりです。

３　公害防止対策

４　公害届出状況

(1) 法律

(2) 栃木県生活環境の保全等に関する条例

(3) 町公害防止協定

振動規制法
水質汚濁
防止法

大気汚染
防止法

騒音規制法

2 0 1 1

00

悪臭 継承
建設
作業

0 0 0

ばい煙 汚水 騒音 振動
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　「公害」は、環境基本法により事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる
（1）大気の汚染、（2）水質の汚濁、（3）土壌の汚染、（4）騒音、（5）振動、（6）地盤の沈
下及び（7）悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることと定義されており、こ
の（1）から（7）までの７種類は”典型７公害”と呼ばれています。

　芳賀工業団地に立地する企業は、立地する際に町との公害防止に関する協定を締結します。
　この協定で定める各基準値は、住民の安心、安全を守るため県内でも有数の厳しい数値を設け
てあります。また、基準値のほかに、法で定める公害防止管理者が必要のない事業所へも公害に
関する責任者（公害防止管理責任者）を任命させることにより責任ある公害対策を各企業へ求め
ています。

締結後 締結前

4

事前協議

89

排水報告

0

協定締結

0

事前協議

0 0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

計 水質 大気 騒音 振動 悪臭 土壌



第６章　廃棄物

１　廃棄物の分類

２　町の役割

３　ごみの処理体制
(1) 収集運搬

もえるごみ、もえないごみ、資源物（紙類、ペットボトル、缶類、びん類、衣類・布類）

粗大ごみ

資源物（生ごみ）

資源物（プラスチック製容器包装）

資源物（小型家電製品）

動物死体

事業系ごみ

○  収集運搬業者許可業者数　23社（令和３年３月末日現在）

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条の２において、町は区域内の一般廃棄物の収集、
運搬及び処理をしなくてならないと記載されており、次のような処理体制で実施しています。

ア

イ

　中部環境が、町内を16地区に分割し、ステーション方式により、定期的に収集する。

　芳賀町シルバー人材センターに委託し、月に１回（当月最終週の水曜日）、戸別方式
（窓口受付）により収集する。

ウ

　民間業者に委託し、住宅密集地はステーション方式にて、町内事業所（飲食店）は戸別
方式にて、定期的に収集する。

エ

　民間業者に委託し、拠点方式により、定期的に収集する。

オ

　拠点回収方式により、定期的に収集する。

カ

　民間業者に委託し、随時、個別方式（電話受付）により収集する。又は、町職員が随
時、個別方式（電話受付）により収集する。

キ

　排出者責任による自己搬入、又は許可業者による収集運搬とする。ただし飲食店の生ご
みは除く。
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事業活動に伴って生じた廃棄物であって廃棄物の処理

及び清掃に関する法律で規定された20種類の廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以

外のもの

一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物

廃棄物

産業廃棄物

一般廃棄物 事業系一般廃棄物

家庭系一般廃棄物



（2） 中間処理

ア　芳賀地区広域行政事務組合

減容化、資源化及び熱回収のため焼却

資源化のため保管

資源化のため選別、圧縮、梱包

資源化のため選別、圧縮、梱包

資源化のため保管

資源化のため選別、保管

焼却

イ　中部環境衛生事務組合（業者委託）

ウ　芳賀町（業者委託）

区　分

資
源
ご
み

紙類

衣類・布類

資
源
ご
み

生ごみ

区　分

もえるごみ

もえないごみ

粗大ごみ

小型家電

プラスチック製
容器包装

資源化のため、民間業者へ直接引渡し

動物の死体
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区　分

紙類

缶類

ペットボトル

資
源
ご
み

衣類・布類

びん類

　中間処理については、処理主体ごとに下表のとおり実施しています。

　ア、イ以外に町では３Ｒの推進及び町民の利便性の向上のため、つぎの品目を分別収集
しています。

処理方法

破砕後、資源化のため金属類の選別。破砕物については、減
容化、資源化及び熱回収のため焼却。

処理方法

資源化のため、民間業者へ直接引渡し

処理方法



４　ごみ処理量

（1） 令和３年度処理実績

ア　芳賀地区エコステーション

一　　般：一般町民の直接持込み
事 業 系：事業者の会社が直接持込み
許可業者：事業者が許可業者へ委託し持込み
行政収集：行政収集車の持込み

※区分

一般

量（ｔ）

もえないごみ

ペットボトル

動物の死体

衣類・布類

紙類

びん類

缶類

一般

事業系

許可業者

行政収集

一般

事業系

許可業者

行政収集

一般
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許可業者

品　目

もえるごみ

6.7

241.5

135.3

504.2

1,721.8

事業系

許可業者

行政収集

一般

事業系

許可業者

0.1

0.0

19.0

0.7

※

事業系

許可業者

行政収集

一般

事業系

粗大ごみ

一般

事業系

許可業者

行政収集

2.0

行政収集

84.4

6.0

0.1

計（ｔ）

2,602.8

117.5

228.2

19.6

23.3

89.1

6.1

12.6

0.2

0.0

104.7

0.0

0.0

22.6

2.6

0.1

208.4

9.9

3.2

0.5

0.1

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

205 頭

行政収集

一般

事業系

許可業者

行政収集

行政収集



イ　芳賀郡中部環境衛生事務組合

ウ　町

(2) 処理量推移

ア　総量（ｔ） イ　人口と世帯数の推移

ウ　内訳（ｔ）

計（ｔ）

143.1

20.5

87.2

51.0

8.0

品　目 量（ｔ）

プラスチック製容器包装

小型家電

生ごみ

衣類・布類
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計（ｔ）

146.2

163.6

品　目 量（ｔ）

　平成２３年度は東日本大震災があり処理量が増加したものの、それ以降、平成２６年度ま
では、ごみの減量化の進展により減少傾向にありましたが平成２６年度を境に一転増加傾向
にあります。これは、人口の減少とは逆に世帯数の増加が示すように急激な核家族化または
単身者の増加によるものと推察されます。
　令和２年度からは、新型コロナウィルス感染症により在宅時間が増加したことにより、家
や納屋などの片付けをすることによって発生した一般家庭からのごみが増加しました。特
に、粗大ゴミの増加がありました。また、分別せず燃えるごみとして出している傾向がみら
れます。

紙類

3,400

3,600

3,800

4,000

H28 H29 H30 R1 R2 R3

2,000

2,500

3,000

H28 H29 H30 R1 R2 R3

もえるごみ

60
80

100
120
140

H28 H29 H30 R1 R2 R3

もえないごみ

100
120
140
160
180
200
220
240

H28 H29 H30 R1 R2 R3

粗大ごみ

5,000
5,200
5,400
5,600
5,800

15,400

15,600

15,800

16,000

H28 H29 H30 R1 R2 R3

人口 世帯数

800
850
900
950

1,000
1,050
1,100
1,150
1,200

H28 H29 H30 R1 R2 R3

資源ごみ



５　し尿処理

６　産業廃棄物
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　し尿処理について芳賀町では芳賀地区広域行政事務組合環境クリーンセンターが実施してい
ます。
　し尿の量が減少し、浄化槽汚泥については増加していますが、これは汲取り式便所から合併
浄化槽等に切り替えが行われていることが要因として考えられます。
　今後芳賀町では、公共下水道の整備を住宅地で実施していくことから総量の減少が予想され
ます。

　町では、主に工業団地に立地する企業に対し、産業廃棄物と一般廃棄物を混同をしないよう
指導しています。

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H28 H29 H30 R1 R2 R3
0

200

400

600

800

1,000

1,200

し尿処理量の内訳

芳賀町し尿 芳賀町浄化槽汚泥
浄化槽汚泥

（ｋℓ）
し尿

（ｋℓ）



７　不法投棄

（1） 監視体制

　町では、廃棄物監視員を１２名委嘱し巡回活動を実施しています。

（2） 不法投棄量

ア もえるごみ及びもえないごみ

家電リサイクル対象機器及びタイヤ

　

(3) 環境美化の日
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　町では、平成１５年４月より「美観を保護する条例」を廃止し、新たに「不法投棄をなくす
条例」を制定しました。当条例ではポイ捨て等環境美化を損なう行動をしたものが命令に従わ
ない場合、氏名の公表や過料を科すなど厳しい条例となっています。

イ

　不法投棄廃棄物の量は減少傾向にあります。特に家電リサイクル対象品の減少している
もののタイヤの不法投棄は横ばい傾向にあります。

　平成１５年に制定された芳賀町から不法投棄をなくす条例に基づき、町内全域一斉清掃環
境美化の日「クリーン芳賀」を自治会及び行政区が中心になり年間４回実施しています。
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第７章　循環型社会

　廃棄物による環境への負荷をできる限り低減するため、３Ｒを推進します。

　※３Ｒとは・・・・

１　推進体制

(1) 協力体制

　町では、３Ｒ推進のため、住民、企業、行政が一体となり実施しています。

(2) 啓発活動

２　実施事業

(1) 資源物回収団体支援事業

[回収量及び回収団体数]

　町の広報やＨＰ、ケーブルテレビ（芳賀チャンネル）などのほかに、住民と直接対話が可
能な出前講座を実施しています。

　紙類、鉄くず、アルミ、ビン類、ペットボトル等の資源物を地域で分別収集し、資源物買
取業者へ売却した場合、１ｋｇあたり１０円の奨励金を交付しています。
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回収量(t) 団体数

Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース）

•使用済みになったものが、なるべくごみとして廃棄されることが少なくなるように、
ものを製造・加工・販売すること

Ｒｅｕｓｅ（リユース）

•使用済みになっても、その中でもう一度使えるものはごみとして廃棄しないで再使用
すること

Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル）

•再使用ができずにまたは再使用された後に廃棄されたものでも、再生資源として再生
利用すること

（団体）



(2) エコステーション整備費補助金

[助成件数]

(3) プラスチック製容器包装収集事業

[回収量及び回収拠点数]

　平成２４年度まで実施していたごみステーション整備費補助金を廃止し、３Ｒの推進のた
め、平成２５年度から新規で始まった事業です。
　エコステーション整備費補助事業を実施する団体が集団回収用ステーションを整備する場
合、費用の１／２（上限200,000円）を助成します。
　令和３年度までに設置されたエコステーションは１０８カ所です。

　町独自でプラスチック製容器包装を収集し、資源化する事業です。住民は回収拠点に無料
で排出することができます。
　平成１５年度に事業を開始し、平成２２年度まではプラスチックマークのない製品も回収
しましたが、平成２３年度からは「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する
法律」に基づき容器包装に係るプラスチック製品のみ回収しています。
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(4) 生ごみ回収堆肥化事業

[区分別回収量]

(5) 太陽光発電システム設置費補助金

[助成件数及び年度別発電量経年変化]

町独自で町内飲食店、小中学校等の公共施設並びに一般家庭の生ごみを分別収集し、町内民
間堆肥化事業者で堆肥化する事業です。
　堆肥化事業者で生成された堆肥は、町内農業者へ渡り、その農家が作った作物がまた学校
給食で提供されます。

　町では、地球温暖化防止を推進するため、太陽光発電システム設置を支援しています。
　補助額は２０，０００円／１ｋＷｈ（上限８０，０００円）です。電力の買取固定価格が
低下するにあたり補助申請数は減少しています。
　買取価格定価が低下し、申請件数が減少していることから、この補助金については令和元
年度で終了しました。
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第８章　畜犬

１　狂犬病予防

(1) 登録事務

(2) 狂犬病予防注射

[犬の登録数及び予防注射接種数]

(3) 犬の登録数と死亡数

[犬の新規登録数及び死亡数]

　狂犬病予防注射集団接種の通知を出す前に１５歳以上で狂犬病予防注射未摂取の犬者を対
象に犬の生存を確認するため電話連絡を行っています。このことにより幽霊犬の存在をなく
し、適正な管理ができるように努めています。

　集合注射は年２回（春・秋）獣医師と町が協力して実施しています。

　狂犬病予防注射の接種率は年々低下傾向にある。これは、新規登録数が減少する一方で死
亡数が増加していることから犬の老齢化が進み予防接種を見合わせる飼い主が増加している
と推察されます。
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２　犬・猫避妊等手術費補助事業

　　

[去勢及び避妊手術費補助件数]

　犬猫の避妊等手術費の補助を行い不必要な繁殖の防止を図っています。
　犬の去勢避妊数は横ばいなのに比べ猫の去勢避妊数は増加しています。このことから飼い
猫数が増加していることが推察されます。
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査
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環
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基
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値
検

体
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合
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西
市
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査
地
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調
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0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

≦
0
.0

1
2

2
<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

≦
0
.0

1
2

2
1
.3

1
.1

1
.4

1
.6

1
.4

≦
1
0

4
4

<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
≦

1
4

4
1
.2

1
.3

1
.5

1
.6

1
.7

1
.4

1
.3

1
.4

1
.5

1
.2

1
.3

1
.3

1
.5

1
.5

1
.4

1
.6

1
.6

1
.8

1
.9

1
.9

1
.5

－
－

2
0

0
.0

4
6

0
.0

5
7

0
.0

5
5

0
.0

3
4

0
.0

6
3

0
.0

3
7

0
.0

1
7

0
.0

1
4

0
.0

1
1

0
.0

3
0

0
.1

0
0

0
.0

6
2

0
.0

5
2

0
.0

2
8

0
.0

2
8

0
.0

1
5

0
.0

1
1

0
.0

0
9

0
.0

2
0

0
.0

2
2

0
.0

3
6

－
－

2
0
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令
和

３
年

度
　

野
元

川
水

質
調

査

項
目

5
月

2
6
日

7
月

1
9
日

1
1
月

1
6
日

ノ
ニ

ル
フ

ェ
ノ

ー
ル

銅 全
亜

鉛
溶

解
性

鉄
溶

解
性

マ
ン

ガ
ン

Ｂ
Ｏ

Ｄ
Ｃ

Ｏ
Ｄ

Ｓ
Ｓ

検 体

六
価

ク
ロ

ム
ヒ

素

四
塩

化
炭

素

ｐ
Ｈ

フ
ッ

素
化

合
物

大
腸

菌
群

数

天
気

、
気

温

ｎ
－

ヘ
キ

サ
ン

2
月

2
2
日

平
均

値
環

境
基

準 値

適 合

硝
酸

性
窒

素
及

び
亜

硝
酸

性
窒

素

ほ
う

素

Ｄ
Ｏ

1
.3

ジ
ク

ロ
ロ

プ
ロ

ペ
ン

チ
ウ

ラ
ム

シ
マ

ジ
ン

チ
オ

ベ
ン

カ
ル

プ

総
水

銀
ア

ル
キ

ル
水

銀
Ｐ

Ｃ
Ｂ

ト
リ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン

カ
ド

ミ
ウ

ム
全

シ
ア

ン
有

機
燐

化
合

物

そ の 他

全
窒

素
全

リ
ン

総
ク

ロ
ム

テ
ト

ラ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

セ
レ

ン

1
.1

.1
ト

リ
ク

ロ
ロ

エ
タ

ン
ジ

ク
ロ

ロ
メ

タ
ン

1
.2

ジ
ク

ロ
ロ

エ
タ

ン
1
.1

.2
ト

リ
ク

ロ
ロ

エ
タ

ン
1
.1

ジ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

シ
ス

1
.2

ジ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

ベ
ン

ゼ
ン

生 活 環 境 項 目 健 康 項 目

鉛



晴
れ

晴
れ

晴
れ

晴
れ

曇
り

曇
り

晴
れ

晴
れ

2
3
.0

℃
2
2
.6

℃
3
3
.0

℃
3
1
.2

℃
1
4
.8

℃
1
5
.8

℃
4
.8

℃
5
.5

℃
給

　
部

小
貝

橋
西

原
橋

給
　

部
小

貝
橋

西
原

橋
給

　
部

小
貝

橋
西

原
橋

給
　

部
小

貝
橋

西
原

橋

7
.3

7
.3

7
.5

7
.4

7
.6

7
.7

7
.7

8
.2

7
.6

6
.5

～
8
.5

8
8

1
.4

1
.2

1
.2

1
.6

0
.7

0
.8

1
.0

0
.9

1
.1

≦
2

8
8

7
.7

1
2
.0

8
.2

5
.1

3
.0

2
.5

1
.8

1
.8

5
.3

≦
2
5

8
8

1
3
,0

0
0

1
7
,0

0
0

4
9
,0

0
0

2
3
,0

0
0

3
3
,0

0
0

2
4
,0

0
0

3
,3

0
0

7
8
0

2
0
,3

8
5

≦
1
，

0
0
0

0
8

9
.2

9
.0

8
.3

8
.3

9
.6

9
.6

1
2
.0

1
2
.0

9
.8

≧
7
.5

8
8

-
-

<
0
.0

0
0
3
 

<
0
.0

0
0
3

-
-

<
0
.0

0
0
3

<
0
.0

0
0
3

<
0
.0

0
0
3

≦
0
.0

1
4

4

-
-

<
0
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<
0
.1

-
-

-
-

<
0
.1

N
D

2
2

-
-

-
-

-
-

-
-

-
N

D
-

-

-
-

<
0
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0
5
 

<
0
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0
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-
-

<
0
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0
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<
0
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0
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<
0
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0
5

≦
0
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4
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-
-

<
0
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1
 

<
0
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1
-

-
-

-
<
0
.0

1
≦

0
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5
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-
-

<
0
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0
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<
0
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0
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-
-

<
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<
0
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1

≦
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-
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-
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-
-
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-

-
-
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≦
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-
-
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-
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1
.4

≦
1
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4

-
-
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0
.1

 
<
0
.1

-
-

<
0
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<
0
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0
.1

≦
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4
4

1
.3

1
.3

1
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1
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2
.1

2
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1
.7

1
.8

1
.7

-
-

8

0
.0

5
9

0
.0

7
1

0
.0

2
6

0
.0

2
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0
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3
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0
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3
1

0
.0

4
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0
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4
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0
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4
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-
-
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検
体

2
月

2
2
日

平 均 値

環
境

基
準

値
適

合

令
和

３
年

度
　

大
川

水
質

調
査

調
査

日
5
月

2
6
日

7
月

1
9
日

1
1
月

1
6
日

採
水

場
所

天
気

、
気

温

生 活 環 境 項 目

ｐ
Ｈ

Ｂ
Ｏ

Ｄ

Ｓ
Ｓ

大
腸

菌
群

数

溶
存

酸
素

量

ほ
う

素

健 康 項 目

カ
ド

ミ
ウ

ム

全
シ

ア
ン

有
機

燐
化

合
物

鉛 六
価

ク
ロ

ム

ヒ
素

総
水

銀

ア
ル

キ
ル

水
銀

Ｐ
Ｃ

Ｂ

1
.3

ジ
ク

ロ
ロ

プ
ロ

ペ
ン

チ
ウ

ラ
ム

シ
マ

ジ
ン

チ
オ

ベ
ン

カ
ル

ブ

硝
酸

性
窒

素
及

び
亜

硝
酸

性
窒

素

そ の 他

全
窒

素

全
リ

ン



令
和
３
年
度
　
湖
沼
水
質
調
査

調
査
場
所

調
査
日

5
月
2
6
日
7
月
1
9
日
1
1
月
1
6
日
2
月
2
2
日
5
月
2
6
日
7
月
1
9
日
1
1
月
1
6
日
2
月
2
2
日
5
月
2
6
日
7
月
1
9
日
1
1
月
1
6
日
2
月
2
2
日
5
月
2
6
日
7
月
1
9
日
1
1
月
1
6
日
2
月
2
2
日

晴
れ

晴
れ

曇
り

晴
れ

晴
れ

晴
れ

曇
り

晴
れ

晴
れ

晴
れ

曇
り

晴
れ

晴
れ

晴
れ

曇
り

晴
れ

2
5
.0
℃

3
5
.5
℃

1
4
.3
℃

6
.0
℃

2
2
.8
℃

3
2
.6
℃

1
5
.0
℃

5
.0
℃

2
2
.8
℃

3
2
.7
℃

1
5
.0
℃

5
.0
℃

2
2
.6
℃

3
2
.1
℃

1
5
.0
℃

5
.0
℃

7
.7

7
.7

7
.2

7
.8

7
.0

7
.3

7
.2

7
.2

6
.5

7
.0

6
.9

7
.0

8
.7

8
.0

8
.1

7
.6

7
.4
6
.5
～
8
.5

1
6

1
6

2
.0

2
.8

1
.0

1
.4

2
.1

9
.7

0
.9

1
.1

0
.2

1
.0

<
0
.5

<
0
.5

2
.5

5
.4

6
.2

3
.7

2
.9

-
-

1
6

3
.9

3
.5

2
.3

3
.5

5
.8

1
8
.0

3
.0

2
.4

4
.2

3
.1

2
.3

1
.4

7
.6

8
.2

9
.7

8
.7

5
.5

≦
5

1
0

1
6

3
.2

2
.1

4
.7

6
.2

6
.2

1
7
.5

3
.0

3
.6

6
.6

8
.2

2
.4

2
.1

4
.6

7
.3

1
2
.0

1
4
.0

6
.5

≦
1
5

1
3

1
6

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

0
.0
1
5

0
.0
0
7

0
.0
0
1

0
.0
0
7

0
.0
0
7

0
.0
0
3

0
.0
0
8

0
.0
0
3

0
.0
0
2

0
.0
0
3

0
.0
0
4

0
.0
0
2

0
.0
0
3

0
.0
0
1

0
.0
0
1

0
.0
0
1

-
-

-
1
6

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

<
0
.2

<
0
.2

<
0
.2

<
0
.2

<
0
.2

<
0
.2

<
0
.2

<
0
.2

-
-

-
8

3
3
0
2
,7
0
0

1
,3
0
0

3
3
3
3
,0
0
0
3
5
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1
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0
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4
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5
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4
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-
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1
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1
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1
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0
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<
0
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<
0
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1
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1
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≦
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0
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8

<
0
.1
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0
.1

<
0
.1

<
0
.1
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0
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≦
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ホ
ウ
素

そ の 他

平
均
値

フ
ッ
素
化
合
物

湖
沼

基
準
値

適
合

検
体

項
目

唐
桶
の
溜
（
東
水
沼
）

篠
の
入
溜
(旧
上
稲
毛
田
小
学
校
前
)

上
稲
毛
田
(農
村
公
園
前
)

稲
毛
田
神
明
溜

Ｂ
Ｏ
Ｄ

Ｓ
Ｓ

ｎ
－
ヘ
キ
サ
ン

ｐ
Ｈ

Ｃ
Ｏ
Ｄ

全
窒
素

全
リ
ン

全
ク
ロ
ム

チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ

大
腸
菌
群
数

溶
存
酸
素
量

健 康 項 目

カ
ド
ミ
ウ
ム

全
シ
ア
ン

有
機
燐
化
合
物

鉛 1
.3
-
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン

チ
ウ
ラ
ム

六
価
ク
ロ
ム

天
気
、
気
温

シ
マ
ジ
ン

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

フ
ェ
ノ
ー
ル
類

銅 全
亜
鉛

溶
解
性
鉄

溶
解
性
ﾏ
ﾝ
ｶ
ﾞﾝ

ヒ
素

総
水
銀

ｱ
ﾙ
ｷ
ﾙ
水
銀

Ｐ
Ｃ
Ｂ



令
和
３
度
　
農
業
用
水
水
質
調
査

採
水
日

晴
れ

晴
れ

晴
れ

晴
れ

晴
れ

晴
れ

晴
れ

晴
れ

晴
れ

晴
れ

晴
れ

晴
れ

晴
れ

晴
れ

2
5
.1
℃

2
5
.1
℃

2
4
.7
℃

2
4
.0
℃

2
3
.3
℃

2
1
.5
℃

2
2
.3
℃

3
4
.8
℃

3
5
.0
℃

2
6
.3
℃

3
5
.1
℃

3
3
.0
℃

3
0
.6
℃

3
0
.1
℃

唐
桶
用
水
十
一
ヶ
字
市
の
堀

市
の
堀

市
の
堀

唐
桶
用
水
十
一
ヶ
字
市
の
堀

市
の
堀

市
の
堀

大
塚
(上
流
)
下
流

西
高
橋

打
越
新
田
八
ッ
木
北
上
野
原
南
姥
が
池

大
塚
(上
流
)
下
流

西
高
橋

打
越
新
田
八
ッ
木
北
上
野
原
南
姥
が
池

7
.1

7
.1

7
.3

7
.2

7
.4

7
.5

7
.5

7
.0

7
.0

7
.3

7
.1

7
.3

7
.3

7
.7

7
.3
6
.0
～
7
.5

1
1

1
4

1
.4

1
.4

1
.5

1
.2

1
.0

1
.2

1
.0

1
.5

1
.3

1
.5

1
.3

1
.4

1
.2

1
.3

1
.3

-
-

1
4

3
.2

3
.0

3
.4

3
.6

3
.6

3
.5

3
.6

2
.7

2
.3

3
.4

3
.3

3
.1

2
.2

1
.7

3
.0

≦
6

1
4

1
4

3
.7

1
.4

2
.8

1
0
.0

9
.8

1
0
.0

1
2
.0

2
.5

1
.7

1
.8

9
.3

7
.3

1
.1

1
.1

5
.3

≦
1
0
0

1
4

1
4

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

0
.0
0
4

0
.0
0
1

0
.0
0
4

0
.0
0
5

0
.0
0
5

0
.0
0
9

0
.0
0
5

0
.0
0
2

0
.0
0
3

0
.0
0
3

0
.0
0
3

0
.0
0
3

0
.0
0
2

0
.0
0
9

0
.0
0
4

-
-

1
4

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

7
9
,0
0
0
1
3
,0
0
0
7
9
,0
0
0
3
3
,0
0
0

7
,8
0
0
3
3
,0
0
0
2
3
,0
0
0
4
9
,0
0
0
4
9
,0
0
0
1
3
0
,0
0
0
1
1
0
,0
0
0
7
9
,0
0
0
1
3
0
,0
0
0
3
3
,0
0
0
6
0
,5
5
7

-
-

1
4

9
.8

9
.1

8
.8

8
.7

9
.6

9
.8

9
.9

9
.7

9
.2

8
.4

8
.1

8
.9

8
.6

1
1
.0

9
.3

≧
5

1
4

1
4

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
≦
0
.0
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
N
D

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
N
D

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
≦
0
.1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
≦
0
.0
5

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
≦
0
.0
5

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
≦
0
.0
0
0
5

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
N
D

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
N
D

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
≦
1
0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
≦
1

-
-

1
.3
0

1
.3
0

1
.6
0

1
.4
0

0
.8
5

1
.0
0

0
.9
5

1
.5
0

1
.8
0

2
.1
0

2
.2
0

0
.9
5

1
.4
0

1
.7
0

1
.4
3

≦
1

2
1
4

0
.0
3
8

0
.0
2
9

0
.0
4
0

0
.0
5
0

0
.0
6
4

0
.0
6
1

0
.0
4
9

0
.0
1
3

0
.0
0
6

0
.0
1
7

0
.0
0
9

0
.0
2
8

0
.0
1
1

0
.0
1
4

0
.0
3
1

-
-

1
4

-38-

項
目

5
月
2
6
日

7
月
1
9
日

生 活 環 境 項 目

ｐ
Ｈ
(水
素
イ
オ
ン
濃
度
)

Ｂ
Ｏ
Ｄ
(生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
)

Ｃ
Ｏ
Ｄ
(化
学
的
酸
素
要
求
量
)

Ｓ
Ｓ
(浮
遊
物
質
量
)

ｎ
－
ヘ
キ
サ
ン

フ
ェ
ノ
ー
ル
類

フ
ッ
素
化
合
物

大
腸
菌
群
数

Ｄ
Ｏ
(溶
存
酸
素
量
)

銅

採
水
場
所

谷
津
川

谷
津
川

農
業
用
水

基
準
値

適
合

検
体

平
均
値

全
亜
鉛

溶
解
性
鉄

溶
解
性
マ
ン
ガ
ン

全
ク
ロ
ム

天
気
、
気
温

ホ
ウ
素

そ の 他

全
窒
素

全
リ
ン

六
価
ク
ロ
ム

ヒ
素

総
水
銀

ｱ
ﾙ
ｷ
ﾙ
水
銀

Ｐ
Ｃ
Ｂ

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

健 康 項 目

カ
ド
ミ
ウ
ム

全
シ
ア
ン

有
機
燐
化
合
物

鉛



令
和

３
年

度
　

芳
賀

工
業

団
地

排
水

処
理

セ
ン

タ
ー

（
野

元
川

放
流

口
）
排

水
水

質
調

査
調

査
日

4
月

3
0
日

5
月

1
7
日

6
月

1
0
日

7
月

1
4
日

8
月

1
7
日

9
月

8
日

1
0
月

1
3
日

1
1
月

8
日

1
2
月

8
日

1
月

1
8
日

2
月

1
4
日

3
月

9
日

水
温

1
6
.9

℃
2
0
.2

℃
2
4
.9

℃
2
7
.8

℃
2
2
.3

℃
2
2
.1

℃
2
1
.3

℃
1
9
.7

℃
9
.9

℃
1
0
.3

℃
1
2
.0

℃
1
2
.4

℃

気
温

2
0
.0

℃
2
4
.0

℃
2
9
.1

℃
2
9
.0

℃
2
6
.0

℃
2
2
.0

℃
1
8
.0

℃
2
0
.0

℃
8
.0

℃
5
.0

℃
1
1
.5

℃
1
4
.0

℃

7
.2

7
.1

7
.0

7
.1

7
.2

6
.9

7
.4

7
.2

7
.4

7
.4

7
.5

7
.4

7
.2

5
.8

～
8
.6

1
2

1
2

4
.1

<
1
.0

 
<
1
.0

 
<
1
.0

 
2
.0

1
.7

1
.9

1
.2

2
.4

2
.4

<
1
.0

 
2
.1

2
.2

≦
1
0
（
8
）

1
2

1
2

3
.8

5
.4

4
.8

5
.5

4
.8

3
.2

6
.0

5
.0

4
.0

5
.1

6
.9

7
.1

5
.1

≦
（
2
5
（
2
0
）
）

1
2

1
2

1
.2

<
1
.0

 
<
1
.0

 
1
.6

7
.2

<
1
.0

 
1
.6

1
.2

4
.4

<
1
.0

 
2
.0

2
.4

2
.7

≦
5
0
（
4
0
）

1
2

1
2

<
0
.5

 
<
0
.5

 
<
0
.5

 
<
0
.5

 
<
0
.5

 
<
0
.5

 
<
0
.5

 
<
0
.5

 
<
0
.5

 
<
0
.5

 
<
0
.5

 
<
0
.5

 
<
0
.5

 
≦

5
1
2

1
2

<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
≦

1
1
2

1
2

<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
≦

3
1
2

1
2

0
.1

<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
0
.1

<
0
.1

 
0
.1

<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
0
.1

<
0
.1

 
<
0
.1

 
≦

5
1
2

1
2

<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
≦

3
1
2

1
2

<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
≦

3
2

2

<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
≦

2
2

2

<
0
.2

 
<
0
.2

 
<
0
.2

 
<
0
.2

 
<
0
.2

 
<
0
.2

 
<
0
.2

 
<
0
.2

 
<
0
.2

 
<
0
.2

 
<
0
.2

 
<
0
.2

 
<
0
.2

 
≦

8
1
2

1
2

2
9

9
0

1
7
0

1
4

4
3
0

4
8

0
1
8

6
0

0
0

6
7

≦
3
0
0
0

1
2

1
2

<
0
.0

0
3
 

<
0
.0

0
3
 

<
0
.0

0
3
 

<
0
.0

0
3
 

<
0
.0

0
3
 

<
0
.0

0
3
 

<
0
.0

0
3
 

<
0
.0

0
3
 

<
0
.0

0
3
 

<
0
.0

0
3
 

<
0
.0

0
3
 

<
0
.0

0
3
 

<
0
.0

0
3
 

N
D

1
2

1
2

<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
N

D
1
2

1
2

<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
N

D
1
2

1
2

<
0
.0

1
 

<
0
.0

1
 

<
0
.0

1
 

<
0
.0

1
 

<
0
.0

1
 

<
0
.0

1
 

<
0
.0

1
 

<
0
.0

1
 

<
0
.0

1
 

<
0
.0

1
 

<
0
.0

1
 

<
0
.0

1
 

<
0
.0

1
 

N
D

1
2

1
2

<
0
.0

4
 

<
0
.0

4
 

<
0
.0

4
 

<
0
.0

4
 

<
0
.0

4
 

<
0
.0

4
 

<
0
.0

4
 

<
0
.0

4
 

<
0
.0

4
 

<
0
.0

4
 

<
0
.0

4
 

<
0
.0

4
 

<
0
.0

4
 

N
D

1
2

1
2

<
0
.0

1
 

<
0
.0

1
 

<
0
.0

1
 

<
0
.0

1
 

<
0
.0

1
 

<
0
.0

1
 

<
0
.0

1
 

<
0
.0

1
 

<
0
.0

1
 

<
0
.0

1
 

<
0
.0

1
 

<
0
.0

1
 

<
0
.0

1
 

N
D

1
2

1
2

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

N
D

1
2

1
2

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

N
D

1
2

1
2

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

<
0
.0

0
0
5
 

N
D

1
2

1
2

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

N
D

1
2

1
2

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

N
D

1
2

1
2

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

≦
（
3
）

1
2

1
2

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

-
-

1
2

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

<
0
.0

0
1
 

-
-

1
2

2
.5

8
.2

9
.2

9
.2

1
.4

6
.2

5
.4

6
.6

1
.1

1
1
.5

9
.3

1
2
.2

6
.9

≦
（
2
0
（
1
0
）
）

1
2

1
2

<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
0
.1

<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
<
0
.1

 
0
.1

≦
（
2
（
1
）
）

1
2

1
2
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全
亜

鉛

テ
ト

ラ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

1
.1

.1
ト

リ
ク

ロ
ロ

エ
タ

ン

四
塩

化
炭

素

ク
ロ

ロ
ホ

ル
ム

総
窒

素

総
リ

ン

検
体

生 活 環 境 項 目

ｐ
Ｈ

Ｂ
Ｏ

Ｄ

Ｃ
Ｏ

Ｄ

Ｓ
Ｓ

溶
解

性
マ

ン
ガ

ン

項
目

平
均

値
県

条
例

値
適

合

ｎ
－

ヘ
キ

サ
ン

フ
ェ

ノ
ー

ル
類

銅

そ の 他

溶
解

性
鉄

全
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